
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。

払い込んで

(｢団体医師賠償責任保険｣)



い込んでいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支
払いできません。

詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)

払い込んで

保険料は、パンフレット本文(｢団体医師賠償責任保険｣)記載の方法によ
り払い込んでください。パンフレット本文（「団体医師賠償責任保険」）記
載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険金をお支
払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。

◾始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料に
　ついて、追加のご請求をさせていただくことがあります。

三井住友海上前橋ビル2Ｆ



2024 年 4 月1日以降始期契約用 

ササイイババーーププロロテテククタターー（（注注））

をを ごご 加加 入入 いい たた だだ くく おお 客客 ささ まま へへ   

重要事項のご説明  

ここのの書書面面ででははササイイババーーププロロテテククタターー（（注注））にに関関すするる重重要要事事項項（（「「契契約約概概要要」」「「注注意意喚喚起起情情報報」」等等））ににつついいててごご説説明明ししてていいまますす。。  

おお申申込込みみいいたただだくく際際ににはは、、ごご加加入入のの内内容容ががおお客客ささままののごご意意向向にに沿沿っってていいるるここととををごご確確認認くくだだささいい。。  

ごご加加入入のの内内容容はは、、普普通通保保険険約約款款おおよよびびごご加加入入のの保保険険種種類類にに応応じじたた特特約約（（以以下下「「普普通通保保険険約約款款・・特特約約」」とといいいいまますす。。））にによよ

っってて定定ままりりまますす。。普普通通保保険険約約款款・・特特約約がが必必要要なな場場合合はは、、代代理理店店・・扱扱者者ままたたはは引引受受保保険険会会社社ままででおお申申出出くくだだささいい。。  

申申込込人人とと記記名名被被保保険険者者がが異異ななるる場場合合はは、、記記名名被被保保険険者者のの方方ににももここのの書書面面のの内内容容をを必必ずずおお伝伝ええくくだだささいい。。  

※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。

（注）「サイバープロテクター」は、サイバーセキュリティ特約セット専門事業者賠償責任保険のペットネームです。 

契約概要ののごご説説明明 

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいた

だき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているもので

はありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点に

つきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 

１．商品の仕組み 
保保険険のの種種類類  商商品品のの仕仕組組みみ  

専専門門事事業業者者賠賠償償

責責任任保保険険  

専門事業者賠償責任保険普通保険約款 

＋サイバーセキュリティ特約（自動セット） 

  保険料確定特約（専門事業者用）（自動セット） 

  個人情報漏えいのみ補償特約 

不誠実行為補償対象外特約 

保険料支払いに関する特約 

２．引受条件等 

（１）補償内容
①被保険者

保保険険のの種種類類  
被被保保険険者者  

（（ごご加加入入いいたただだいいたた保保険険契契約約でで補補償償をを受受けけらられれるる方方ををいいいいまますす。。））  

専専門門事事業業者者賠賠償償

責責任任保保険険  

加入申込票（注）の「記名被保険者」欄に記載された
方（記名被保険者） 

ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定

される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認くださ
い。 

（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類を

いい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これ
らの書類を含みます。 

②保険金をお支払いする主な場合

パンフレット本文（「団体医師賠償責任保険」。以下「パンフレット」といい

ます。）の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。

③お支払いの対象となる損害

パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。

④保険金をお支払いしない主な場合

パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照く

ださい。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」
等の項目に記載されております。

（２）セットできる主な特約
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。

（３）保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間

保険期間は原則として 1 年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険

期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にて

ご確認ください。

②補償の開始

始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時
刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。

③補償の終了

満期日の午後４時に終了します。

（４）支払限度額等
パンフレットをご参照ください。

３．保険料の決定の仕組みと払込方法等 

（１）保険料の決定の仕組み
保険料（注）は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定さ

れます。詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせくださ

い。 
お客さまが実際にご加入いただく保険料（注）につきましては、パンフレットま

たは加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。 

（注）申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をい
います。 

（２）保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。 

４．満期返れい金・契約者配当金 
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 

５．解約返れい金の有無 
ご加入の脱退（解約）に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未
経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日か

ら解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況に

より、追加の保険料をご請求する場合があります。注意喚起情報のご説明
の「６６．．解解約約とと解解約約返返れれいい金金」をご参照ください。



注意喚起情報ののごご説説明明 

ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載

しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。 

この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・

特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお

問合わせください。 

１．クーリングオフ（ご契約のお申込みの撤回等） 
このご契約は、公益社団法人日本麻酔科学会が保険契約者となる団体契
約であることから、クーリングオフの対象ではありません。 

２．告知義務・通知義務等 

（１）ご加入時における注意事項（告知義務－加入申込票の
  記載上の注意事項）

①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知

受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事
実を正確に知らせる義務のことです。 

②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を

求めるもので、加入申込票（注）に記載された内容のうち、「※」印がつい
ている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によ

って、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、

ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込
票（注）の記載内容を必ずご確認ください。 

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加

入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその

内容（保険の種類、保険金額等）を告知してください。 
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされ

た特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場

合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、
代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 

（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類を   

いい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これ
らの書類を含みます。 

（２）ご加入後における注意事項（通知義務等）

①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ（事実の発生が

申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく）ご加入の代
理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 

ごご連連絡絡ががなないい場場合合、、ごご契契約約をを解解除除しし、、保保険険金金ををおお支支払払いいででききなないいこことと

ががあありりまますすののでで、、十十分分ごご注注意意くくだだささいい。。  

○加入申込票の「※」印がついている項目に記載された内容に変

更が生じる場合 

○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変
更が生じる場合 

②ご加入後、次の事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必

要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡く
ださい。 

◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合

◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

３．保険期間および補償の開始・終了時期 
（１）保険期間

保険期間は原則として１年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険
期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にて

ご確認ください。

（２）補償の開始
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時

刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。

（３）補償の終了
満期日の午後４時に終了します。

４．保険金をお支払いしない主な場合等 

（１）保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細

は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載さ

れておりますのでご確認ください。

（２）重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと
があります。

５．保険料の払込猶予期間等の取扱い 

保険料は、パンフレット記載の方法により払い込んでください。パパンンフフレレッットト

記記載載のの方方法法にによよりり保保険険料料をを払払いい込込んんででいいたただだけけなないい場場合合ににはは、、保保険険金金をを

おお支支払払いいででききまませせんん。。ままたた、、ごご契契約約をを解解除除すするる場場合合ががあありりまますす。。 

６．解約と解約返れい金 
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、代理店・扱者または引受保険会
社までお申出ください。 

■ご加入の脱退（解約）に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち

未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、
解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。

■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の

払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請
求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除すること

があります。

７．保険会社破綻時等の取扱い 
パンフレットをご参照ください。 

８．契約取扱者の権限 
パンフレットをご参照ください。 

９．個人情報の取扱い 
パンフレットをご参照ください。 

この保険商品に関するお問合わせは 

代代理理店店・・扱扱者者  株株式式会会社社北北栄栄  

〒３７１－００２３ 群馬県前橋市本町２－１０－４ 

ＴＥＬ：027-243-3111  ＦＡＸ：027-243-3037 

保険会社の連絡・相談・苦情窓口 

引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 

三三井井住住友友海海上上おお客客ささままデデススクク  

００１１２２００--６６３３２２--２２７７７７（（無無料料））

チチャャッットトササポポーートトななどどのの各各種種ササーービビスス

https://www.ms-ins.com/contact/cc/

事故が起こった場合 
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 

「「2244 時時間間 336655 日日事事故故受受付付ササーービビスス  

三三井井住住友友海海上上事事故故受受付付セセンンタターー」」
事故は いち早く 

00112200--225588--118899（（無無料料））

特特ににごご注注意意くくだだささいい  

特特ににごご注注意意くくだだささいい  

特特ににごご注注意意くくだだささいい  

ここちちららかかららアアククセセススででききまますす。。  

① 保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせ

ることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。

② 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとし
たこと。

③ 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的

勢力に該当すると認められたこと。

④ 上記のほか、①～③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保

険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

指定紛争解決機関 

引受保険会社との間で問題を解決できない場合 
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結してい
ます。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日
本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 

一一般般社社団団法法人人  日日本本損損害害保保険険協協会会  そそんんぽぽＡＡＤＤＲＲセセンンタターー

００５５７７００--００２２２２--８８００８８
〔〔ナナビビダダイイヤヤルル  

（（全全国国共共通通・・通通話話料料有有料料））〕〕 

・受付時間[平日９：１５～１７：００（土日・祝日および年末年始を除きます）] 
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは 03-4332-5241 におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html)  
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＋施設所有（管理）者特別約款

施設所有（管理）者
賠償責任保険

パンフレット本文（「団体医師賠償責任保険」。以下「パンフレット」とい
います。）の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。

パンフレットをご参照ください。



保険料は、パンフレット記載の方法により払い込んでください。パンフレット
記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険金を
お支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。

三井住友海上前橋ビル2F


